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五
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十
章　

Ｉ
Ｐ
Ｕ
（
列
国
議
会
同
盟
）
等

五
七
一　

両
議
院
の
議
員
は
、
日
本
議
員
団
を
組
織
し
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｕ
に
加
盟

す
る

Ｉ
Ｐ
Ｕ
（I

n
t
e
r
-
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 
U
n
i
o
n
:
 

列
国
議
会
同
盟
）
は
、
平
和
と
諸
国
民
間
の
協
力
及
び
代
議
制
諸
制
度
の
確

立
の
た
め
に
行
動
す
る
、
主
権
国
家
等
の
議
会
の
国
際
機
関
で
あ
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｕ
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
年
）
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
平
和
の
た
め
の
義
務
的
仲
裁
裁
判

制
度
普
及
を
目
的
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
両
国
議
会
議
員
代
表
者
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
決
議
に
基
づ
き

発
足
し
た
も
の
で
、
翌
二
十
二
年
（
一
八
八
九
年
）
同
じ
く
パ
リ
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ

タ
リ
ア
ほ
か
五
か
国
議
会
の
代
表
者
が
会
合
し
て
そ
の
第
一
回
会
議
を
開
い
た
。
以
後
Ｉ
Ｐ
Ｕ
は
、
昭
和
十
四
年
（
一

九
三
九
年
）
九
月
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
一
時
中
止
さ
れ
る
ま
で
、
加
盟
国
の
主
要
都
市
に
お
い

て
前
後
三
十
五
回
に
わ
た
り
会
議
を
開
い
た
。

我
が
国
は
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
有
志
議
員
を
も
っ
て
日
本
議
員
団
を
組
織
し
、
Ｉ
Ｐ
Ｕ
に
加
盟
す
る
と
と

も
に
、
同
年
の
第
十
五
回
会
議
に
初
め
て
代
表
が
参
列
し
た
。
以
後
大
正
元
年
（
一
九
一
二
年
）
の
第
十
七
回
会
議
及
び
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八
四

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
年
）
の
第
二
十
二
回
会
議
を
除
き
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
年
）
八
月
開
か
れ
た
第
三
十
五
回

会
議
ま
で
毎
回
議
員
を
派
遣
し
た
。

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
年
）
、
七
か
年
余
の
空
白
期
間
を
経
て
、
第
三
十
六
回
会
議
が
開
催
さ
れ
、
Ｉ
Ｐ
Ｕ
は
再
び

活
動
を
開
始
し
た
が
、
我
が
国
は
議
員
団
を
再
組
織
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
年
）
Ｉ
Ｐ
Ｕ

事
務
総
長
か
ら
本
院
議
長
宛
て
、
日
本
議
員
団
の
Ｉ
Ｐ
Ｕ
へ
の
復
帰
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
が
あ
り
、
翌
二
十
七
年

（
一
九
五
二
年
）
本
院
及
び
衆
議
院
の
有
志
議
員
を
も
っ
て
日
本
議
員
団
を
再
組
織
し
、
Ｉ
Ｐ
Ｕ
に
加
盟
し
た
。
日
本
議

員
団
は
、
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
年
）
三
月
二
十
日
以
後
、
両
議
院
の
全
議
員
を
も
っ
て
組
織
し
て
い
る
。

五
七
二　

Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
に
は
、
議
員
を
派
遣
す
る

年
二
回
開
催
さ
れ
る
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
に
、
衆
参
両
院
で
日
本
代
表
団
を
構
成
し
、
議
員
を
派
遣
す
る
の
を
例
と
す
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
へ
の
本
院
か
ら
の
議
員
派
遣
の
経
緯
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
年
）
八
月
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
四
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
に
本
院
か
ら

議
員
五
人
を
派
遣
し
、
以
後
、
年
一
回
開
催
さ
れ
る
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
に
、
毎
回
議
員
（
昭
和
三
十
六
年
以
後
は
七
人
）
を
派

遣
し
て
い
た
。

国 

第
一
〇
三

条
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Ｉ
Ｐ
Ｕ
（
列
国
議
会
同
盟
）
等　
　

（
五
七
二
、
五
七
三
）

昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
年
）
三
月
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ｐ
Ｕ
春
季
会
議
に
本
院
か
ら
議

員
二
人
を
派
遣
し
、
以
後
、
年
一
回
開
催
さ
れ
る
Ｉ
Ｐ
Ｕ
春
季
会
議
に
、
毎
回
議
員
二
人
乃
至
三
人
を
派
遣
し
て
い
た

（
Ｉ
Ｐ
Ｕ
春
季
会
議
は
、
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
年
）
ま
で
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
の
準
備
の
た
め
に
開
催
さ
れ
て
い
た
）
。

昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
年
）
四
月
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
七
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
以
後
、

年
二
回
開
催
さ
れ
る
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
に
、
毎
回
議
員
三
人
を
派
遣
し
て
い
た
。

平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
年
）
十
月
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
百
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
以
後
は
、
毎

年
第
一
回
（
上
半
期
）
の
会
議
に
議
員
三
人
（
平
成
二
十
年
以
後
は
二
人
）
を
、
第
二
回
（
下
半
期
）
の
会
議
に
議
員
二
人
を

派
遣
し
て
い
る
。

参
照　

四
四
七
号

五
七
三　

Ｉ
Ｐ
Ｕ
の
会
議
が
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
例

第
四
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
、
第
六
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
、「
持
続
可
能
な
地
域
開
発
の
た
め
の
科
学
技
術
に
関
す
る
Ｉ

Ｐ
Ｕ
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
会
議
」（
Ｉ
Ｐ
Ｕ
地
域
会
議
）
及
び
「
Ｉ
Ｐ
Ｕ
世
界
若
手
議
員
会
議
東
京
会
合
」
は
、
い
ず
れ
も

東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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第
四
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議　

加
盟
国
五
十
八
か
国
の
う
ち
四
十
八
か
国
が
参
加
し
て
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇

年
）
九
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
七
日
ま
で
九
日
間
に
わ
た
り
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
開
会
式
は
、
同

年
九
月
二
十
九
日
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
御
臨
席
の
下
に
参
議
院
議
場
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
た
。
本
会
議
は
衆
議
院

議
場
に
お
い
て
開
か
れ
、
執
行
委
員
会
及
び
評
議
員
会
は
衆
議
院
の
委
員
会
議
室
等
に
お
い
て
、
ま
た
調
査
委
員

会
は
参
議
院
の
委
員
会
議
室
に
お
い
て
開
か
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
各
国
代
表
団
に
対
す
る
便
宜
供
与
の
た
め
、
議

事
堂
内
の
諸
施
設
が
使
用
さ
れ
た
。

な
お
、
同
会
議
の
開
催
に
先
立
ち
そ
の
諸
準
備
等
の
た
め
、
昭
和
三
十
四
年
二
月
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
長
、

同
委
員
会
理
事
、
同
庶
務
関
係
小
委
員
長
及
び
事
務
総
長
を
も
っ
て
構
成
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
準
備
委
員
会
を
設
け
、

昭
和
三
十
五
年
九
月
に
は
こ
れ
を
第
四
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
日
本
議
員
団
実
行
委
員
会
に
改
組
す
る
と
と
も
に
第

四
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
日
本
議
員
団
接
伴
委
員
会
及
び
同
婦
人
接
伴
委
員
会
を
設
け
た
。

第
六
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議　

加
盟
国
七
十
四
か
国
の
う
ち
六
十
三
か
国
が
参
加
し
て
、
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四

年
）
十
月
二
日
か
ら
同
月
十
一
日
ま
で
十
日
間
に
わ
た
り
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
開
会
式
は
、
同
年
十
月

二
日
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
の
下
に
参
議
院
議
場
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
た
。
本
会
議
及
び
評
議
員
会
は
衆

議
院
議
場
に
お
い
て
開
か
れ
、
執
行
委
員
会
は
参
議
院
の
委
員
会
議
室
に
お
い
て
、
ま
た
調
査
委
員
会
は
衆
議
院

の
委
員
会
議
室
に
お
い
て
開
か
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
各
国
代
表
団
に
対
す
る
便
宜
供
与
の
た
め
、
議
事
堂
内
の
諸
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Ｉ
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Ｕ
（
列
国
議
会
同
盟
）
等　
　

（
五
七
三
）

施
設
が
使
用
さ
れ
た
。

な
お
、
同
会
議
の
開
催
に
先
立
ち
そ
の
諸
準
備
等
の
た
め
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
長
、

同
委
員
会
理
事
、
同
庶
務
関
係
小
委
員
長
及
び
事
務
総
長
を
も
っ
て
構
成
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
準
備
委
員
会
を
設
け
、

昭
和
四
十
九
年
九
月
に
は
こ
れ
を
第
六
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会
議
日
本
議
員
団
実
行
委
員
会
に
改
組
し
た
。

持
続
可
能
な
地
域
開
発
の
た
め
の
科
学
技
術
に
関
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｕ
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
会
議　

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
諸

国
を
含
む
三
十
五
か
国
が
参
加
し
て
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
年
）
六
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で
五
日
間
に

わ
た
り
東
京
の
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
開
会
式
は
、
同
年
六
月
十
三
日
皇
太
子
、

皇
太
子
妃
両
殿
下
の
御
臨
席
の
下
に
同
ホ
テ
ル
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
た
。

な
お
、
同
会
議
に
先
立
ち
、
同
年
二
月
及
び
六
月
に
準
備
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
衆
議
院
議
長
と
Ｉ
Ｐ
Ｕ
事
務
総

長
と
の
間
で
会
議
の
開
催
に
関
す
る
協
定
が
締
結
さ
れ
た
ほ
か
、
会
議
日
程
及
び
議
題
等
の
事
項
に
つ
き
協
議
決

定
し
た
。

Ｉ
Ｐ
Ｕ
世
界
若
手
議
員
会
議
東
京
会
合　

加
盟
国
百
六
十
六
か
国
・
地
域
の
う
ち
六
十
六
か
国
、
二
地
域
議
会
及
び

二
つ
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
が
参
加
し
て
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
年
）
五
月
二
十
七
日
及
び
二
十
八
日
の
二
日
間
、

東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

な
お
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
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Ｉ
Ｐ
Ｕ
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
」
東
京
会
議　

両
院
議
長
の
招
請
に
よ
り
、
Ｉ
Ｐ
Ｕ
に
加
盟
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
、

日
本
、
中
国
及
び
韓
国
の
十
一
か
国
が
参
加
し
て
、
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
年
）
四
月
十
九
日
及
び
二
十
日
の
二

日
間
、
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

五
七
四　

Ｉ
Ｐ
Ｕ
の
会
議
以
外
の
国
際
会
議
が
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た

例

㈠　
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員
会
議

昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
年
）
十
月
十
七
日
及
び
十
八
日
の
二
日
間
、
日
本
国
会
及
び
欧
州
議
会
の
代
表
団
が
参
加
し

て
、
第
二
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議
が
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
な
お
、
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議
は
、
平
成
五
年

（
一
九
九
三
年
）
の
Ｅ
Ｕ
発
足
に
伴
い
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）
に
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員
会
議
と
改
称
さ
れ
た
。

同
会
議
は
、
原
則
と
し
て
年
一
回
日
欧
交
互
に
開
催
さ
れ
る
。

㈡　
日
中
議
員
会
議

平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
三
月
二
十
三
日
及
び
二
十
六
日
の
二
日
間
、
参
議
院
及
び
中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
の
代
表
団
が
参
加
し
て
、
第
一
回
日
中
議
員
会
議
が
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
（
同
会
議
は
、
平
成
十
八
年
十
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Ｉ
Ｐ
Ｕ
（
列
国
議
会
同
盟
）
等　
　

（
五
七
四
）

月
十
六
日
に
署
名
さ
れ
た
「
日
本
国
国
会
参
議
院
と
中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代
表
大
会
と
の
定
期
交
流
メ
カ
ニ
ズ
ム
創
設
に
関
す
る

覚
書
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
）
。

同
会
議
は
、
原
則
と
し
て
年
一
回
日
中
交
互
に
開
催
さ
れ
る
。

㈢　
上
院
議
長
会
議

平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）
五
月
二
十
日
及
び
二
十
一
日
の
二
日
間
、
参
議
院
五
十
周
年
を
記
念
し
て
、
九
か
国
（
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
日
本
）
の

上
院
議
長
が
参
加
し
て
、
上
院
議
長
会
議
が
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

㈣　
第
二
十
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
）
総
会

平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
年
）
一
月
八
日
か
ら
十
二
日
ま
で
の
五
日
間
、
日
本
国
会
及
び
二
十
か
国
の
議
員
団
が
参
加

し
て
、
第
二
十
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
）
総
会
が
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

㈤　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
グ
ロ
ー
バ
ル
議
員
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
会
合

平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
年
）
四
月
十
二
日
及
び
十
三
日
の
二
日
間
、
日
本
国
会
及
び
二
十
一
か
国
の
議
員
団
が
参
加

し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
グ
ロ
ー
バ
ル
議
員
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
会
合
が
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

㈥　
第
六
回
Ｇ
20
国
会
議
長
会
議
（
Ｐ
20
）

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
年
）
十
一
月
四
日
、
参
議
院
及
び
十
八
か
国
・
機
関
の
議
長
等
が
参
加
し
て
、
第
六
回
Ｇ
20
国
会



七
九
〇

議
長
会
議
（
Ｐ
20
）
が
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

㈦　
第
六
回
「
議
会
と
科
学
」
会
議

昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
年
）
六
月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
の
四
日
間
、
二
十
五
か
国
の
議
員
団
が
参
加
し
て
、
欧
州
評
議

会
主
催
の
第
六
回
「
議
会
と
科
学
」
会
議
が
日
本
国
会
の
招
請
に
よ
り
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

参
照　

五
三
一
号

五
七
五　

Ｉ
Ｐ
Ｕ
の
要
請
に
基
づ
き
外
国
の
議
会
の
議
員
を
招
待
し
た
例

Ｉ
Ｐ
Ｕ
に
よ
る
復
興
途
上
国
の
民
主
化
支
援
活
動
の
一
環
と
し
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｕ
の
要
請
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
（
二
〇

〇
六
年
）
六
月
十
日
か
ら
十
八
日
ま
で
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
国
民
議
会
上
院
第
一
副
議
長
一
行
を

招
待
し
、
議
会
制
度
等
に
関
す
る
研
修
を
実
施
し
た
。

参
照　

五
五
七
号


